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住宅金融支援機構証券化住宅ローン【フラット３５】リノベ（リフォーム一体タイプ） 

（2023年 10月 1日現在） 

1.商品名 ろうきん住宅ローン【フラット３５】リノベ（リフォーム一体タイプ） 

2.お申込み 

いただける方 

当金庫に出資のある団体会員の構成員の方、またはご自宅もしくはご勤務先（事業所）

が当金庫の事業エリア内（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川

県・山梨県）にある給与所得者の方で、当金庫の【フラット３５】リノベ（リフォーム

一体タイプ）ご融資対象地域（下記、４．）に居住し、次の条件に全て該当する方 

・お申込み時の年齢が満 70歳未満で、最終ご返済時の年齢が満 80歳未満であること 

・安定した収入があること 

・日本国籍を有すること、または永住許可もしくは特別永住許可を受けている外国人で 

あること 

・【フラット３５】リノベ（リフォーム一体タイプ）とその他のお借入れを合わせたす 

べてのお借入れの年間返済額が、年収に対して次の基準割合を満たしていること 

年収 400万円未満 400万円以上 

基準 30％以下 35％以下 

※すべてのお借入れとは、【フラット３５】リノベ（リフォーム一体タイプ）によるお借入れのほ

か、【フラット３５】リノベ（リフォーム一体タイプ）以外の住宅ローン、自動車ローン、教育

ローン、カードローン（クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによ

る購入を含みます。）などのお借入れをいいます。 

※当金庫は労働組合がない会社にお勤めの方でもご利用いただけますので、お気軽に最寄りの営業 

店にお問い合わせください（お取引きは、ご自宅またはご勤務先の最寄りの営業店となります）。 

3.お使いみち ・ご本人またはご親族がお住まいになるための中古住宅の購入および中古住宅の購入 

と併せて行うリフォーム工事に必要な資金（ご本人が利用するためのセカンドハウス 

含む） 
※リフォーム工事の内容、リフォーム工事の金額や借入金に占める割合制限はありません。 

4.ご融資対象とな

る地域 

および住宅 

【取扱対象地域】 

・当金庫がお取扱いできるご融資対象地域（融資対象物件所在地）は、次のとおりです。 

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・静岡県 
※セカンドハウスおよび親族居住用住宅の融資対象物件の所在地域は問いません。 

ただし、ご本人（借入申込人）は上記の都県に居住していることが必要です。 

【対象となる住宅】 

・一戸建て住宅の場合：住宅の床面積が 70㎡以上 

共同住宅（マンション等）の場合：専有面積が 30㎡以上 

・住宅の耐久性などについて住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅 

・借入申込日において築後年数が２年を超えている住宅または既に人が住んだことの 

ある住宅 

5.ご融資金額 ・100万円以上 8,000万円以内（1万円単位） 
※中古住宅購入価額とリフォーム工事費の合計額以内 

6.ご返済期間 原則として、次の①または②のいずれか短い年数（1年単位）が上限となります。 

 ①15年（お申込人の方が満 60歳以上の場合は 10年）以上 35年以内 

 ②「80歳」－「お申込時の年齢（1歳未満切り上げ）」 
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7.ご融資金利 ・全期間固定金利型となります（通常のフラット３５の金利と同一となります）。 
※中古住宅購入価額（土地取得費がある場合はその費用を含む）とリフォーム工事費の合計額に対 
して、【フラット３５】リノベ（リフォーム一体タイプ）のお借入額の占める割合（以下、融資率

という。）が 9割以下、9割超に応じて、それぞれ融資金利が適用されます。 

※融資率が 9割を超える場合の融資金利は、融資額全体に適用となります。 

・ご返済期間（20年以下、21年以上）に応じたご融資金利が適用されます。 

・加入する団体信用生命保険の種類等に応じて、異なるご融資金利が適用されます。 

・お借入時の金利をご返済終了日まで適用します。 

・新規金利は毎月決定します。 

・ご融資金利はご融資実行時の金利が適用されます。 
※ご返済が終了するまでの間に、脱退年齢（80歳）に達して団体信用生命保険から脱退する場合、 

新 3大疾病付機構団信の加入者が 75歳に達して 3大疾病・介護の保障が終了する場合等、団体信

用生命保険の保障が終了し、または保障内容に異動が生じた場合でも金利は変更されません。 

8.ご融資方法 

および 

ご返済方法 

・ご融資金は原則として、ご本人口座（返済用預金口座）へお振込みさせていただき 

ます。 

・ご返済方法は次のいずれかの方法をお選びいただけます。 

（１）元利均等毎月返済または元利均等毎月・加算月（一時金・ボーナス）併用返済 
※一時金（ボーナス）返済部分は総貸付額の 40％までとなります。 

※元利均等返済とは、毎回支払う元利金（元金と利息の合計＝１回あたりの返済額）が一定で

ある返済方式です。返済回数は毎月・一時金（ボーナス）併用返済の場合年間で、毎月が 10

回、一時金（ボーナス）増額月が 2回です。 
（２）元金均等毎月返済または元金均等毎月・加算月（一時金・ボーナス）併用返済 

※一時金（ボーナス）返済部分は総貸付額の 40％までとなります。 

※元金均等返済とは、毎回一定の元金に利息を加えてお支払いただく返済方式です。返済回数

は毎月・一時金（ボーナス）併用返済の場合年間で、毎月が 10回、一時金（ボーナス）増額

月が 2回です。 
 

9.担 保 ・ご融資対象となる建物およびその敷地に、住宅ローンの譲受人である住宅金融支援機 

構を抵当権者とする第 1順位の抵当権を設定させていただきます。  

10.保証人 ・不要です。 

11.団体信用 

生命保険 

・「新機構団信（一般）」「新機構団信（ペア連生）」「新 3大疾病機構団信」のいずれかを 

選択して、ご加入いただけます。なお、加入後の変更はできません。 

・特約料は金利組入方式により、月々のご返済金に含まれます。 

12.火災保険 ・返済終了までの間、対象となる建物に任意の火災保険を付けていただきます。 

13.保証料 ・不要です。 

14.繰上返済 

  手数料 

・繰上返済（全額返済を含む）の手数料は無料です。 
※一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月のご返済日となります。また、ご返済できる金額は 1回 

につき 100万円以上（「住・ＭyNote」（ご返済中のお客様向けのインターネットサービス）の場合

は 10万円以上）となります。 
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15.融資手数料 ・ご利用いただくタイプにより次のとおりとなります。 

適用金利タイプ 
〈ろうきん〉住宅ローン手数料 
（不動産担保取扱手数料・融資手数料）  

（消費税込） 

フラット３５取扱顧客手数料 

（消費税込） 

フラット
３５のみ
利用 

Ａタイプ ― 
団 体 会 員：11,000 円 

団体会員以外：33,000 円 

Ｂタイプ ― 
団体会員、団体会員以外とも: 
フラット３５ご融資金額×2.20％  

〈ろうき
ん〉住宅
ローン 

併用 

Ａタイプ 

手数料 
定額型 

団 体 会 員：11,000 円 
団体会員以外：33,000 円 

無料 
手数料 
定率型 

団 体 会 員：11,000 円 
団体会員以外：33,000 円 
および〈ろうきん〉住宅
ローン 
ご融資金額×2.2％ 

Ｂタイプ 

手数料 
定額型 

団 体 会 員：11,000 円 
団体会員以外：33,000 円 

団体会員、団体会員以外とも: 
フラット３５ご融資金額×2.20％  手数料 

定率型 

団 体 会 員：11,000 円 
団体会員以外：33,000 円 
および〈ろうきん〉住宅
ローン 
ご融資金額×2.2％ 

※Ｂタイプのフラット３５取扱顧客手数料について、「フラット３５ご融資金額×2.20％」が団体会 

員：11,000円、団体会員以外：33,000円を下回る場合には、フラット３５ご融資金額にかかわら 

ず、団体会員：11,000円、団体会員以外：33,000円となります。 

・団体会員の構成員以外の方は、ご利用にあたって中央ろうきん友の会に入会する 

こと、または当金庫の個人会員（最低出資金 1,000円が必要）となることが必要です。 

 

 

 

 

 

 
 

16.ご契約内容に 

関する相談、 

諸手続き 

・ご契約内容に関するご相談、諸手続きについては、下記の連絡先へお問い合わせくだ 

さい。 

株式会社住宅債権管理回収機構  

【ご返済に関する相談窓口】 03-6388-9401 

【繰上返済等諸手続きのお申込み・各種証明書の発行・ご相談窓口】 03-5225-4540 

〇氏名・住所・電話番号変更 

〇残高証明書・支払利息証明書・融資取引消滅証明書の発行 

〇住宅ローン控除用残高証明書・返済予定表の再発行 

【受付時間】 平日 午前 9時～午後 4時 

17.苦情処理措置

（お問い合わせ 

・相談・苦情 

等の受付窓口） 

 

 

 

 

 

 

・商品に関するお問い合わせ・相談・苦情等は、お取引店か最寄りの営業店または下記 

のフリーダイヤルにて受付けます。 

【お問い合わせ窓口：お客様相談デスク】 0120-86-6956 

     受付時間  平日 午前 9時～午後 6時 

【苦情相談窓口：お客様サポート】    0120-851-581 

受付時間  平日 午前 9時～午後 5時 

・当金庫の相談・苦情等への対応については、「相談・苦情等に対する取組みの概要」 

を公表しておりますので、窓口にてお申し付けいただくか、当金庫ホームページをご 

覧ください。 

【当金庫ホームページ https://chuo.rokin.com】 

 

 

 

 

団体会員とは 

中央労働金庫に出資いただいている、以下の団体をいいます。 

①労働組合 ②国家公務員・地方公務員等の団体 ③勤労者のための福利共済活動を目的とする

団体で一定の条件を満たすもの。 

なお、対象とならない場合もありますので、詳しくは〈中央ろうきん〉営業店までお問い合せ

ください。 
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18.紛争解決措置 

（第三者機関に 

問題解決を相 

談したい場合） 

 

・東京弁護士会紛争解決センター（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会仲裁セン

ター（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会仲裁センター（電話：03-3581-2249）

で問題の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記当金庫

の「お客様サポート」またはろうきん相談所にお申し出ください。 

・お客様から、上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）に直接お申し出いただくことも

可能です。 

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その 

際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテ 

レビ会議システム等を用いて共同で問題の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域 

の弁護士会に問題を移管し解決する方法（移管調停）もあります。 

詳しくは、東京三弁護士会、当金庫「お客様サポート」もしくはろうきん相談所にお 

問い合わせください。 

【全国労働金庫協会 ろうきん相談所】     0120-177-288 

受付時間  平日 午前 9時～午後 5時 

19.その他 ・その他詳しい内容、返済額の試算についてご希望がありましたら、最寄りの営業店に

お気軽にご相談ください。 

・ご融資にあたり当金庫所定の審査を行います。審査結果によっては、ご希望にそえな 

い場合がございますので、ご了承ください。 

中央労働金庫 


